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（別紙）令和３年改正個人情報保護法の令和５年春施行に伴う条例の整備について 
 
１ 条例整備の方向性 

市民の権利利益の保護を図っていくことに主眼を置き、改正個人情報保護法が許容

する範囲内で必要な規定を置くための条例を新たに制定する。 
 
２ 条例に規定する内容（主なもの） 

⑴ 安全管理措置に関する規定 
安全管理措置を講ずるための個人情報保護管理者を置くこととする。 

⑵ 個人情報の適正な取扱に関する規定 
自身の個人情報がどのような事務で取り扱われているか確認する術を確保し、あ

わせて適宜職員が見直しを行うことで、日常業務における個人情報保護の確実性を

高めることを目的として、「個人情報取扱事務登録簿」を整備することとする。 
⑶ 開示等請求の手続に関する規定 

自己の個人情報の取扱についての市民の関心に対し速やかに対応するため、保有

個人情報の開示等請求に関して、現行条例が定める１４日以内とする決定期限を維

持する。 
⑷ 審査請求に関する調査審理手続に関する規定 

個人情報保護制度に関する審査請求について、より公平・公正な審理を期すため

に、行政不服審査会にインカメラ審理などの権限を設ける。 
⑸ 運用に関する規定 

個人情報の適正な取扱いを確保するために、審議会に専門的な知見に基づく意見

を聴くことができることを定める規定を置く。 
 

※ 改正法附則第７条の規定により、当面の間、同法第５章第５節の規定は適用対

象から外れるため、行政機関等匿名加工情報の利用に関する手数料の規定は置か

ない。 
 
３ 条例整備に関するスケジュール 

令和４年 ８月２６日 情報公開・個人情報保護審議会への諮問 
１０月中   審議会からの答申 
１２月    議会に条例整備に関する議案の上程 

令和５年 ４月 １日 改正個人情報保護法及び条例の施行 
  



備考 改正法施行後に条例において定めることができる内容 
⑴ 改正法の個別の規定により条例で定められる旨が明示されているもの 

ア 「条例要配慮個人情報」（第６０条第５項） 
イ 「個人情報ファイル簿とは別の個人情報の保有の状況に関する事項を記載した

帳簿」の作成及び公表について（第７５条第５項） 
ウ 不開示情報の情報公開条例との整合について（第７８条第２項） 
エ 手数料について（第８９条第２項） 
オ 審査請求の特例について（第１０７条第２項） 
カ 個人情報の保護に関する施策の実施等についての審議会等への諮問（第１２９

条） 
 

⑵ 開示等及び審査請求の手続に関して改正法に反しない範囲で定める事項（第１０

８条） 
ア 開示決定等の期限（第８３条・第８４条（開示請求）、第９４条・第９５条（訂

正請求）、第１０２条・第１０３条（利用停止請求）関係） 
イ 開示請求書等への記載事項の追加（第７７条（開示請求）、第９０条（訂正請

求）、第９８条（利用停止請求）関係） 
ウ その他現行の条例にあって、改正法にない規定 

(ア) 期間の経過により開示できる情報についての開示できる期日の明示（現行条

例第２２条第２項後段・第３項後段） 
(イ) 開示を行う際の本人確認書類等の提示（現行条例第２６条第５項） 
(ウ) 行政不服審査会の調査権限及び調査審議等の細則（現行条例第４２条の２か

ら第４２条の７まで） 
 
⑶ その他条例で定めることを妨げられないと考えられる事項 
ア 個人情報保護管理者の設置に関する規定（現行条例第１１条） 
イ 運用状況の公表に関する規定（現行条例第４４条） 

 


